
年管発 0614 第４号 

令和６年６月 14 日 

 

地方厚生（支）局長 殿 

 

厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

（公 印 省 略）   

 

令和６年能登半島地震における厚生年金保険料等に関する納期限等の指定について 

 

 令和６年能登半島地震による災害に伴う厚生年金保険料等の納期限については、

富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長す

る件（令和６年厚生労働省告示第３号）により、富山県及び石川県に所在する事業

所等について、別途厚生労働省告示により定められる期日まで延長されたところで

あるが、本日、当該期日について、令和６年富山県及び石川県の一部の地域におけ

る社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件（令和６年厚生労働

省告示第 218 号）が告示され別添のとおり日本年金機構理事長あて通知したので了

知されたい。 

 

記 

 

１ 延長後の納期限 

令和６年７月 31 日 

２ 延長後の納期限が定められた対象地域 

 指定地域 

富山県 富山県 

 

石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市

市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、

鹿島郡中能登町 

※ 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町に係る場合

における延長後の納期限については、別途定める予定 

３ 対象となる保険料等 

令和６年１月１日から令和６年 7月 30 日までに納期限が到来する保険料等

（令和５年 11 月分から令和６年５月分までの保険料等） 



年管発 0614 第３号 

  令和６年６月 14 日 

 

日本年金機構理事長 殿 

 

厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

（公 印 省 略）    

 

令和６年能登半島地震における厚生年金保険料等に関する納期限等の指定について 

 

 令和６年能登半島地震による災害に伴う厚生年金保険料等の納期限については、

富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長す

る件（令和６年厚生労働省告示第３号）により、富山県及び石川県に所在する事業

所等について、別途厚生労働省告示により定められる期日まで延長されたところで

あるが、本日、当該期日について、富山県及び石川県の一部の地域における社会保

険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件（令和６年厚生労働省告示第

218 号）が告示され、延長後の納期限等は下記のとおりとなるので、それ以降は必

要な対応を実施されたい。 

 

記 

 

１ 延長後の納期限 

令和６年７月 31 日 

２ 延長後の納期限が定められた対象地域 

 指定地域 

富山県 富山県 

 

石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市

市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、

鹿島郡中能登町 

※ 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町に係る場合

における延長後の納期限については、別途定める予定。 

３ 対象となる保険料等 

令和６年１月１日から令和６年 7月 30 日までに納期限が到来する保険料等

（令和５年 11 月分から令和６年５月分までの保険料等） 

 






